
こ
ん
に
ゃ
く
ゼ
リ
ー
の
製
造
、
販
売
及
び
輸
入
に
関
す
る
決
議
（
案
） 
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本
年
、
九
月
二
十
日
、
一
歳
九
ヶ
月
の
幼
児
が
、
こ
ん
に
ゃ
く
ゼ
リ
ー
を
喉
に
詰
ま
ら
せ

て
窒
息
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
。
同
様
の
死
亡
事
故
は
、
平
成
七
年
以
降
十
七
件
発
生
し
て
お

り
、
幼
児
や
高
齢
者
が
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
。
諸
外
国
で
は
、
既
に
、
同
様
の
事
故
を
契
機

に
こ
ん
に
ゃ
く
ゼ
リ
ー
の
製
造
、
販
売
及
び
輸
入
の
禁
止
、
並
び
に
回
収
を
し
て
お
り
、
我

が
国
に
お
い
て
も
、
消
費
者
の
安
全
確
保
の
た
め
の
緊
急
措
置
を
早
急
に
と
る
よ
う
、
強
く

申
し
入
れ
る
。 

  記  
 

一
、
政
府
は
こ
ん
に
ゃ
く
ゼ
リ
ー
の
安
全
性
を
確
認
す
る
ま
で
、
そ
の
製
造
、
販
売
・
流
通

及
び
輸
入
を
禁
止
し
、
現
在
流
通
し
て
い
る
こ
ん
に
ゃ
く
ゼ
リ
ー
を
直
ち
に
回
収
す
る
よ
う

指
示
す
る
こ
と 

 

一
、
政
府
は
消
費
者
及
び
都
道
府
県
・
市
町
村
・
児
童
福
祉
施
設
・
介
護
保
険
施
設
・
関
係

団
体
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
ゼ
リ
ー
に
よ
る
窒
息
の
危
険
性
に
つ
い
て
周
知
・
警
告
す
る
こ
と 

 

一
、
政
府
は
、
こ
ん
に
ゃ
く
ゼ
リ
ー
の
被
害
実
態
に
つ
い
て
調
査
し
、
か
つ
そ
の
危
険
性
に

つ
い
て
、
早
急
に
科
学
的
に
検
証
す
る
こ
と 

 

一
、
政
府
は
こ
ん
に
ゃ
く
ゼ
リ
ー
の
み
な
ら
ず
、
食
品
の
安
全
性
一
般
に
つ
い
て
、
諸
外
国

の
対
応
措
置
等
を
調
査
し
、
更
に
は
、
国
際
的
な
話
し
合
い
の
場
を
設
け
る
べ
く
関
係
国
際

機
関
及
び
関
係
国
に
働
き
か
け
る
こ
と 

 

一
、
消
費
者
庁
設
置
法
案
、
食
品
安
全
法
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
法
案
を
早
期
に
提
出
・
成

立
さ
せ
る
こ
と 

 

以
上 


